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資料２ 

新築エリアの市民検討体制について（案） 

（光が丘公民館・新築児童館整備検討会） 

１ 目的 

光が丘地区学校跡施設（旧青葉小学校）利活用事業の新築エリアの基本設計及び実施設

計に市民意見を反映するため実施するもの 
 
２ 検討会の組織及び運営体制等 

（１）任期 
令和８年１月から設計終了（令和９年度末予定）まで 

（２）委員の選出等 
検討会は、次の団体に委員の推薦を依頼する。また、委員の互選により会長（１人）

及び副会長（２人）を選任する。 
なお、委員が欠けたときは、当該委員を推薦した団体に委員の再推薦を依頼する。再

推薦を受けた委員の任期は前任の委員の残任期間とする。なお、公募市民に欠員が生じ

たときは再度募集を行う。 
団体名 人数 

光が丘地区自治会連合会 １人 
光が丘地区社会福祉協議会 １人 
光が丘地区民生委員・児童委員連絡協議会 １人 
光が丘地区老人クラブ連合会 １人 
光が丘地区地域包括支援センター １人 
光が丘公民館利用団体協議会 ４人 
光が丘地区子ども会育成連絡協議会 １人 
光が丘公民館区 青少年健全育成連絡協議会 １人 
光が丘地区こども応援団 １人 
和泉短期大学 １人 
光が丘公民館 １人 
青葉児童館 １人 
公募市民 ３人 
計 １８人 

（３）委員の公募 
ア 対象、人数 

光が丘地区在住者で満１８歳以上の人 ３人 
イ 募集期間 

令和７年１１月４日（火）から１１月２１日（金）まで 
ウ 周知 
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地域情報紙（光が丘地区）への募集記事掲載（１１月１日号）、市ホームページ、

公共施設において応募申込書及びチラシの配布及び掲出等 
（４）検討会の事務局等 

検討会の事務局等は次のとおりとする。 
・事務局 生涯学習課、こども・若者政策課、放課後児童対策課、こども施設課 
・協力 光が丘公民館 
また、光が丘地区学校跡施設利活用事業に関係する各課・機関については、検討会の

運営を支援し、必要に応じて出席する。 
 
３ 検討会の内容について 

（１）検討会では、（仮称）光が丘地区複合施設等の設計に向けて、次の事項について検討

する。 

ア 新築エリア（光が丘公民館・新築児童館）の整備内容等に関すること 

イ 改修エリアとの連携等に関すること 

（２）スケジュール 
概ねの検討時期とスケジュールを次のとおりとし、検討の進捗状況等によりスケジ

ュールや議題の見直しを適宜行う。 
【令和７年度】 

回 開催時期 主な議題（案） 

１ 令和８年１月 • 委員紹介、規約について（審議） 

• 基本計画について（確認） 

• 今後の進め方について（審議） 

２ 令和８年２月 • 市民利用施設の運営等の方向性について（報告） 

• 新築棟の構造（報告） 

• 各諸室等の使い方について（審議） 

３ 令和８年３月 • 新築棟の諸室レイアウト等について（審議） 

【令和８～９年度】 
・整備内容等、設計に必要な事項を検討する。 

 
以 上 


